
　

今
年
か
ら
申
告
期
間
中
の
米
子

税
務
署
員
に
よ
る
申
告
納
税
相
談

が
な
く
な
り
ま
し
た
。
主
に
営
庶

業
の
人
で
、
相
談
が
あ
る
場
合
は
、

米
子
税
務
署
（
電
話
０
８
５
９
‐

　

‐
４
１
２
１
）
に
問
い
合
わ
せ

32て
く
だ
さ
い
。

　

申
告
の
時
に
は
次
の
も
の
が
必

要
で
す
。
必
ず
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

①
税
務
署
か
ら
申
告
書
が
送
付
さ

れ
て
い
る
人
は
、
そ
の
申
告
書
と

事
業
所
得
な
ど
の
あ
る
人
は
同
封

の
収
支
内
訳
書
。

②
農
業
所
得
が
あ
る
人
は
、
収
支

の
内
訳
が
わ
か
る
書
類
。

③
印
鑑
。

④
給
与
、
年
金
な
ど
の
あ
る
人
は

源
泉
徴
収
票
。

⑤
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、

支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書
と
保

険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額
の

明
細
書
。

⑥
生
命
保
険
料
控
除
、
損
害
保
険

料
控
除
の
あ
る
人
は
、
支
払
っ
た

保
険
料
の
証
明
書
。

⑦
住
宅
取
得
等
特
別
控
除
を
受
け

る
人
は
、
登
記
簿
謄
本
、
住
民
票

抄
本
、
工
事
請
負
契
約
書
、
住
宅

取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年
末

残
高
証
明
書
。

⑧
公
共
事
業
で
土
地
や
家
屋
の
買

収
が
あ
っ
た
人
は
買
取
証
明
書
。

⑨
山
林
、
土
地
の
譲
渡
が
あ
っ
た

人
は
、
売
買
契
約
書
。

⑩
還
付
申
告
の
場
合
に
は
、
還
付

金
の
振
り
込
み
先
の
口
座
番
号
の

わ
か
る
も
の（
本
人
名
義
の
口
座
）。

広報ひの

   開発センター

 濁谷、三谷地区 根雨５区、小原  ２月１６日（月）

 別所、貝原 門谷　　   １７日（火）

 津地 金持          １８日（水）

 下榎１区 野田          １９日（木）

 上本郷 根雨６区          ２０日（金）

 根雨３区 舟場          ２３日（月）

 下榎２区 秋縄          ２４日（火）

 下本郷、三土 根雨４区、榎市          ２５日（水）

 板井原、根雨２区 高尾          ２６日（木）

 安原 後谷、根雨１区          ２７日（金）

 根雨地区補足 根雨地区補足    ３月１日（月）

      町公民館

 福長地区 上上菅    ３月３日（水）

 中菅地区 下上菅、中上菅　    　４日（木）

 黒坂５区 黒坂６区、小河内地区    　　５日（金）

 下菅、黒坂下３区 黒坂１区    　　８日（月）

 黒坂上３区、黒坂４区 久住、黒坂７区    　　９日（火）

 黒坂２区 下黒坂地区          １０日（水）

 黒坂地区補足 黒坂地区補足          １１日（木）

 役場

 住民ふれあい課

 　　　 　　　　　予　備　日          １２日（金）

 　 　　　　　　　予　備　日          １５日（月）

確  定  申  告  の  日  程
できるだけ日程表のとおりに申告してください。

 
営
庶
業
の
人
の
相
談
は

 　

米
子
税
務
署
へ

 
申
告
に
必
要
な
も
の

 
忘
れ
ず
に
ご
持
参
く
だ
さ
い


